
愛媛大学教育学部同窓会会則  

 

第１章 総則  

第１条（名称）  

 本会は、愛媛大学教育学部同窓会と称する。 

第２条（所在地）  

 本会は、事務局を松山市文京町３番地愛媛大学教育学部事務課内に置く。 

第３条（支部） 

 本会は、愛媛県下各郡市及び必要と認めるところに支部を置く。 

第２章 目的及び事業  

第４条（目的） 

  本会は、会員相互の親睦向上を図るとともに、母校を支援し、もって教育振興に寄与

す ることを目的とする。 

第５条（事業） 

 本会は、目的達成のため次の事業を行う。 

   １ 会員の親睦並びに教育振興に関する事業 

    ２ 会報発行に関する事業 

    ３ 母校の支援に関する事業 

   ４ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

第３章 会員  

第６条（会員） 

  本会は、次の会員をもって組織する。 

   １ 正会員 

 

 

 

  ２ 客員 

    ３ 準会員 

 

・愛媛師範学校(男・女)卒業生 

・愛媛青年師範学校卒業生 

・愛媛大学教育学部卒業生 

・愛媛大学大学院教育学研究科等修了生 

・母校の現職員及び旧職員    
・愛媛大学教育学部在学生 

・本学部卒業生外の大学院教育学研究科   在学生 

第４章 役員  

第７条(役員)  

 本会に、次の役員を置く。 

  １ 顧問  若干名   会長  １名  副会長  若干名 

  ２ 理事  若干名   常任理事  若干名 

    ３   監事  ２名   
    ４   事務局長  １名 

  ５ 支部長  各支部１名 副支部長 各支部２名 

    ６ 支部幹事 会員在勤各学校１名 

第８条(役員の選任) 

  １ 顧問は、愛媛大学教育学部長及び同窓会長経験者を推す。 

    ２ 会長・副会長・監事は、総会において選任する。 

  ３ 理事・事務局長は会長が委嘱する。 

   ４ 支部長は、各支部において選任する。  

    ５ 支部幹事は、支部長が委嘱する。 

第９条(役員の任期) 



 会長・副会長・理事の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。なお、任期途中で

交 代した場合は、前任者が残した任期とする。 

第１０条(役員の任務) 

  １ 顧問は本会の主要な事項について諮問に応ずる。   

  ２ 会長は、会務を総括する。 

  ３ 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 

  ４ 常任理事は、常任理事会を組織し、本会の諸事業を企画立案し、理事会の議案

に    資する。 

  ５ 理事は、理事会を組織し、本会の主要事項について協議する。 

  ６ 監事は、本会の事業状況及び収支決算状況を監査する。                        
    ７ 支部長は、各支部の会務を掌る。 

第５章 会議  

第１１条(総会) 総会は年１回開催し、支部長会をもって総会に代えることができる。 

    １ 事業報告・決算書 

２ 事業計画・予算書 

３ 役員選出 

４ 本会の目的達成に必要な事項 

第１２条(支部長会) 

    １ 支部長会は、本会の目的達成に必要な事項について協議する。 

    ２ 支部長会は、会長が招集し、必要なときは臨時招集することができる。 

    ３ 支部長会の議長は、支部長の中から選出する。 

第１３条(理事会) 

  １ 理事会は、年３回(５月・８月・１月)開催し、常任理事会より提出された議案

に    ついて協議する。   
   ２ 理事会は、会長が招集する。必要あるときは、臨時招集することができる。 

    ３ 理事会の議長は、会長が務める。 

第１４条(常任理事会) 

  １ 常任理事会は、年５回開催し、会則第５条に示された事業の企画立案をし、理

事    会の議案資料の作成にあたる。 

    ２ 常任理事会は、会長が招集する。必要あるときは、臨時招集することができる。 

    ３ 議案資料の作成は、事務局長がこれにあたる。 

    ４ 常任理事会の議長は、会長が務める。 

第６章 会計  

第１５条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもってこれにあてる。 

第１６条 本会の会費は、入学の際に納めるものとする。 

第１７条 本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第７章 会則変更  

第１８条 本会の会則を変更するときは、総会の決議を経なければならない。 

附則 

 本会の会則は、令和元年６月８日より実施する。 

 本会の運営上必要な内規は別に定める。   
 

 


